
意見案第３号

台湾の世界保健機関（ＷＨＯ）へのオブザーバー参加を求める意見書

台湾は、我が国にとって重要なパートナーであり、本道とも経済や観光など、様々な

分野における交流が進められている。

観光では、令和元年度は約50万人の方が台湾から北海道を訪れており、また、貿易に

おいては令和元年の北海道から台湾への輸出額が約95億円に上り、国・地域別では10位

となっている。また、令和元年９月には、道が道産品の販路拡大や観光客の誘致、アイ

ヌ文化の発信を行う情報発信拠点「北海道チャレンジサポートカフェ」を台中市に開設

するなど、観光・貿易での交流のほか、スポーツ、青少年交流など、様々な交流が行わ

れている。

また、東日本大震災が発生した際には、台湾の観光事業者による訪問団がいち早く本

道を訪れ、台湾からの観光客回復に多大な支援をいただくなど、台湾と本道は相互支援

の強い絆を有している。

現在、人々の往来が増加する中、感染症の拡大を防止するためには、世界的な公衆衛

生危機対応の強化が不可欠であり、世界保健機関（以下、「ＷＨＯ」という。）が果た

すべき役割は大きい。また、感染症の世界的流行に対峙していくためには、公衆衛生危

機対応を網羅的に充実・強化することが強く求められ、防疫に係る地理的空白が生じる

ことがあってはならない。

しかしながら、台湾は平成21年以降８年連続でＷＨＯ年次総会にオブザーバーで参加

し、保健衛生分野において国際貢献をしてきたにもかかわらず、平成29年より参加がか

なわない状況となっている。日本・米国等国際的な働きかけによって、今回の新型コロ

ナウイルス感染症流行の中、専門家会合への参加は認められたが、オブザーバーでの参

加は認められず、国際的な公衆衛生・防疫体制を構築する上で、地理的空白が生じている。

また、ＷＨＯ憲章は、「人権、宗教、政治信条や経済的・社会的条件によって差別さ

れることなく、最高水準の健康に恵まれることは、あらゆる人々にとっての基本的人権

のひとつ」と掲げており、保健衛生分野での豊富な知見と経験を有する台湾のＷＨＯ参

加が妨げられてはならない。

よって、国においては、台湾のＷＨＯへのオブザーバー参加に向け、台湾の参加を支

持している関係各国と連携し、ＷＨＯに対する働きかけを強化するよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により提出する。
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